
山梨県へき地医療拠点病院運営費補助金交付要綱 

 

（通 則） 

第１ へき地医療拠点病院運営費補助金については、予算の範囲内において交付するものとし、その交

付に関しては、山梨県補助金等交付規則（昭和３８年山梨県規則第２５号）の規定によるもののほ

か、この交付要綱の定めるところによる。 

 

（交付の目的） 

第２ この補助金は、へき地医療拠点病院を運営し、無医地区巡回診療等を実施することにより、山梨

県地域保健医療計画に基づき、山村、辺地等の医療に恵まれない地域住民の医療を確保することを

目的とする。 

 

（交付の対象） 

第３ この補助金の対象となる事業は、山梨県知事から指定を受けた病院の開設者が行うへき地医療拠

点病院の運営事業とする。 

 

（交付額の算定方法） 

第４ この補助金の交付額は次により算出した額とする。 

ただし、算出した額に１，０００円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 

（１） 次の表の第１欄に定める種目ごとに、第２欄に定める基準額と第３欄に定める対象経費の実支

出額とを比較して少ない方の額を選定する。 

（２） （１）により種目ごとに選定された額の合計額と、総事業費から診療収入額及び寄付金その他

の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を交付額とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１ 種目 ２  基準額 ３  対象経費 

医   療 

活 動 費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１か所当たり次により算出された額

の合計額 

 

へき地医療活動経費 

 

（１）巡回診療等従事者経費 

 

医師  61,000 円×延日数 

 

その他 25,000 円×延日数 

 

（２）巡回診療等自動車経費 

 

3,700 円×延回数 

 

（３）代診医等派遣経費 

 

医師  61,000 円×延日数 

 

その他 25,000 円×延日数 

無医地区等への巡回診療、へき地診療所への医

師派遣等の医療活動等に必要な次に掲げる経費 

 

職員基本給 

 

職員諸手当 

 

非常勤職員手当 

 

報 償 費 

 

諸 謝 金 

 

旅  費（研究費に計上したものを除く。） 

 

備 品 費（医療費及び伝送装置経費に計上し

たものを除く。また単価５０万円未満の備品に

限る。） 

 

消耗品費（伝送装置経費に計上したものを除

く。） 

 

材 料 費 

 

印刷製本費 

 

 通信運搬費 

 

光熱水料 

 

借料及び損料（伝送装置経費に計上したもの

を除く。） 

 

社会保険料 

 

雑役務費（伝送装置経費に計上したものを除

く。） 

 



 

 

 

燃 料 費 

 

委 託 費 

 

公 課 費 

研 究 費 １か所当たり次に定める額 

 

（１）医療活動年間延日数 

   150 日以上 

         414,000 円 

 

（２）医療活動年間延日数 

   75 日以上 150 日未満 

         310,000 円 

 

（３）医療活動年間延日数 

   50 日以上 75 日未満 

         207,000 円 

医学研究及び学会出席に必要な次に掲げる経費 

 

 

旅  費（学会出席旅費） 

研 修 費 １回当たり      56,000 円 へき地診療所医師及び地域開業医師を対象とす

る研修、症例検討会等を実施する場合に必要な

次に掲げる経費 

諸 謝 金 

旅  費 

消耗品費 

印刷製本費 

医 療 費 医療に要した実支出額 医療に必要な次に掲げる経費 

備 品 費（単価 50 万円未満の医療用に限る。） 

材 料 費（医薬品費、診療材料費） 

雑役務費（医療機器修繕料） 

情報通信 

機器等 

 

経  費 

１か所当たり次により算出された額 

 

 

情報通信機器等 

 

ア へき地医療拠点病院診療 

支援システム 

 

（912,810 円＋76,420 円）×稼動月数 

 

 

情報通信機器等の導入及び維持運営に必要な次

に掲げる経費 

 報 償 費（へき地医療拠点病院診療支援シ

ステムに係る経費に限る。） 

備 品 費（単価 50 万円未満に限る。） 

消耗品費 

通信運搬費 

借料及び損料 

雑役務費（修繕料等） 

委 託 費（上記に掲げる経費に該当するもの。

ただし、へき地医療拠点病院診療支援システ



イ へき地診療所診療支援 

システム 

 

（456,400 円＋38,210 円 

×導入へき地診療所数） 

×稼動月数 

ムに係る経費に限る。） 

総合的な診

療能力を有

する医師育

成関係経費 

 

 

 

 

 

１か所当たり次により算出された額 

2,253,000 円 

総合的な診療能力を有する医師を養成する事業

に必要な次に掲げる経費（指導を受ける医師に

係る人件費・旅費を除く） 

職員基本給 

職員諸手当 

非常勤職員手当 

報償費 

印刷製本費 

会議費 

通信運搬費 

社会保険料 

 

 

第５ この補助金の交付の決定には、次の条件を付するものとする。 

 （１）事業に要する経費の配分の変更及び経費の増減を行う場合には、事前に知事の承認を受けなけ 

ればならない。ただし、次に掲げる変更については、この限りではない。 

ア 事業に要する経費の各費目相互間におけるいずれか低い額の２０％以内の経費の配分の変更 

イ 補助金の目的の達成に支障をきたさない計画の細部の変更であって、補助金の額の増額を伴わ

ないもの 

（２）事業の内容を変更し、若しくは事業を中止し又は廃止しようとする場合には、知事の承認を受

けなければならない。 

（３）事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、すみやかに知

事に報告してその指示を受けなければならない。 

（４）事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価５０万円（民間団体にあっては３０万円）

以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法

律施行令（昭和３０年政令第２５５号）第１４条第１項第２号の規定により厚生労働大臣が別に

定める期間を経過するまで、知事の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、

譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。 

（５）知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合にはその収入の全部又は一部

を県に納付させることがある。 

（６）事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても、善良な管理

者の注意をもって管理するとともにその効果的な運営を図らなければならない。 

（７）補助金と事業に係る証拠書類等の管理については、次によるものとする。 

ア 補助事業者が市町村の場合 



補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙様式６による調書を作成する

とともに、事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ、調書及び証拠書類を補助

金の額の確定の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属す

る年度の終了後５年間保管しておかなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の

増加した価格が単価５０万円以上の機械、器具及びその他の財産がある場合は、前記の期間を経

過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律

施行令第１４条第１項第２号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいず

れか遅い日まで保管しておかなければならない。 

イ 補助事業者が市町村以外の場合 

事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整

理し、かつ、証拠書類を補助金の額の確定の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、

その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しておかなければならない。ただし、事

業により取得し、又は効用の増加した価格が単価３０万円以上の機械、器具及びその他の財産が

ある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は補助金等に係る予算

の執行の適正化に関する法律施行令第１４条第１項第２号の規定により厚生労働大臣が別に定

める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。 

（８）補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に

係る仕入控除額が確定した場合（仕入控除税額が０円の場合を含む）は、（別紙様式５）により

速やかに遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度６月３０日までに知事に報告しなけ

ればならない。 

なお、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、仕入控除税額を県に返還し

なければならない。 

 

（申請手続） 

第６ この補助金の交付を申請しようとするときは、補助金交付申請書（別紙様式１）に関係書類を添

えて、別に定める期日までに、これを知事に提出しなければならない。 

なお、補助事業者は、申請書を提出するに当たって、補助金に係る仕入れに係る消費税相当額（補

助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１

０８号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭

和２５年法律第２２６号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて

得た金額をいう。以下同じ。）があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請

しなければならない。ただし、申請時において消費税等相当額が明らかでない場合においては、こ

の限りではない。 

 

（補助事業の計画変更、中止、廃止承認申請） 

第７ この補助金の交付決定後の事情の変更により事業を変更（中止・廃止）しようとする場合は、 

補助金変更（中止・廃止）承認申請書（別紙様式２）により、知事の承認を受けなければならない。 

 

（補助金の交付） 

第８ この補助金の交付は、知事が必要と、認めるときは概算払いとすることができる。概算払いの交



付を受けようとするときは概算払請求書（別紙様式３）を知事に提出しなければならない。 

 

（事業実績報告） 

第９ この補助金の事業実績報告は、事業完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して 1 

箇月を経過した日又は交付決定をした翌年度の４月１０日のいずれか早い時期までに、（別紙様式

４）による実績報告書を知事に提出して行わなければならない。 

 なお、第６の定めるところにより、交付の申請を行った場合において、実績報告書を提出するに

当たって当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額が明らかになったときには、これを当該補助金

から減額して報告しなければならない。 

 

（補助金の返還） 

第１０ 知事は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付 

されているときは、期限を定めて、その超える部分の補助金の返還を命ずる。 

 

（その他） 

第１１ この要綱で定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は知事が定める。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成１５年４月１日から適用する。 

２ 山梨県へき地中核病院運営費補助金交付要綱は廃止する。 

附 則 

 この要綱の一部改正は、平成１５年８月４日から施行し、平成１５年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱の一部改正は、平成１６年１０月１４日から施行し、平成１６年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱の一部改正は、平成１７年１０月１９日から施行し、平成１７年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱の一部改正は、平成１８年１１月２４日から施行し、平成１８年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱の一部改正は、平成１９年９月１７日から施行し、平成１９年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱の一部改正は、平成２０年８月１８日から施行し、平成２０年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱の一部改正は、平成２１年７月７日から施行し、平成２１年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱の一部改正は、平成２６年６月２０日から施行し、平成２６年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱の一部改正は、平成３０年９月１０日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱の一部改正は、令和６年１２月９日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 



附 則 

 この要綱の一部改正は、令和７年１０月８日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 

 

 


